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表４

図 17　ニホンザル生息数の推移

９３



図１９ イノシシ・ニホンジカ・野生猿の被害金額と捕獲数
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◎ 取組の基本的な方向                          

１ 野生鳥獣の種の特性に応じ、きめ細かな保護管理を行います。 
２ 野生鳥獣による農林水産被害を防ぐため、関係者間で連携をとり、種の特

性に応じたきめ細かな対策を行います。 
 
◎ 県の取組                                

１ 野生鳥獣の種の特性に応じ、きめ細かな保護管理を行います。 

（１）野生鳥獣の種ごとに群れの形成、行動パターンなど、様々な特性が異な

り、これら種の特性に応じたきめ細かな対応が必要であるため、生物多様

性センターを設置し、野生動物の専門職員を配置します。さらに地域ステ

ーションの設置を検討します。新規 
（２）野生鳥獣の保護管理については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律に基づき鳥獣保護事業計画を定め、鳥獣保護区の設定や、生息状況の

調査、鳥獣保護思想の普及啓発の実施など、適正な保護管理を進めます。 
（３）森林や集団渡来地等野生鳥獣の保護のため重要な区域を鳥獣保護区に指

定して、多様な鳥獣の生息環境を保全します。 
（４）傷病鳥獣の治療を行うとともに、傷病鳥等が野生復帰できるまでボラン

ティア等に保護を依頼する等、県民と一体となった救護を行います。 
（５）イルカ・クジラ等のストランディング（座礁・漂着）については、その

実態を把握し、適切に対応するよう、関係者・関係機関と連携を図ります。

新規 
（６）油流出事故時の野生鳥獣の保護については、地域防災計画及び油等海上

流出事故対応マニュアルに基づき対応を図ります。また、平時から関係者

間で連絡を取り、事故時に備えます。 
（７）鳥インフルエンザ等の感染症の情報収集を行い、人はもちろん野生鳥獣

にも被害が拡大することのないよう適切な対応を図ります。 
（８）ダイオキシン類等の残留性が高い有害性の化学物質の蓄積により、高次

の栄養段階にある鳥類や魚類等の生物種が影響を受けることが懸念される

ことから、情報収集の上、その対応を検討します。新規 
 
２ 野生鳥獣による農林水産被害を防ぐため、関係者間で連携をとり、種の特

性に応じたきめ細かな対策を行います。 

（１）生息数が増加し、農林水産業への被害等の問題が生じている、ニホンザ

ル、ニホンジカの個体群については、特定鳥獣保護管理計画を策定し、生




